
 

 

評価専門調査会の今後の検討の進め方（案） 
 

４月１３日  第１回  
○ 運営規則の制定 
○ 経緯、検討すべき事項、今後の進め方 

 ５月中旬   第２回  
○ 研究評価に係る専門家からの意見発表 
○ 大綱的指針の骨子（案）の検討 
○ 国家的に重要な研究開発の評価についての検討 

 
  
 

（本会議：「検討状況」を報告） 
 ６月上旬  第３回   

○ 研究評価に係る専門家からの意見発表 
○ 大綱的指針（素案）の検討 
○ 国家的に重要な研究開発の評価についての検討 

 
 

（本会議：大綱的指針（案）を審議） 
 

 
  
１０月上旬 パブリックコメント 
 １１月（予定）第○回 

○ 大綱的指針（案）を作成 

（本会議：内閣総理大臣へ大綱的指針を答申） 
 

（評価専門調査会を実施） 

重点分野推進戦略専門調査会 

科学技術システム改革専門調査会 
と連携 


